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第８期大田区男女共同参画推進プランに対するパブリックコメント実施結果 

「第８期大田区男女共同参画推進プラン」に対する区民意見公募手続(パブリックコメン

ト)の募集期間中に、区へ寄せられたご意見とそれに対する区の考え方をお知らせします。 

 

意見提出期間 

令和２年 11月 24日（火）～12月７日（月） 

 

意見の提出件数 

〇意見者数：20名 

〇意 見 数：46件 

 

提出された意見の要旨と区の考え方 

  ご意見については、趣旨を損なわない範囲で要約しています。また、同趣旨のご意見につきましては、集

約して記載しています。 

 

 

【全 体】 

No 意見要旨 区の考え方 

１ 

人権には、性別以外にもダイバーシティ、外国

人、障がい者、多文化共生などすべての多様な

人々との関係があり、男女共同参画だけを対象に

するのはどうしてか。男女性別だけでなく、他の

様々な多様性も同一レベルに取り上げ対象を広げ

総合的なプランにするのが現状や将来的にもあっ

ていると思う｡ 

本プランは、男女共同参画社会実現に向け、国や

都の計画に基づき、区が推進すべき施策などを定

めている計画です。様々な分野の人権は、男女共

同参画推進と密接な関係にあるとの認識で、当プ

ランの基本目標Ⅰに「誰もが尊重される安心・安

全なまちを築きます」と示しています。 

２ 

大田区自体が取り組むべき問題が何も見えてこな

いのでは、区民には本気度が伝わらない。区職員

の採用や管理職への登用でどのような推進策を取

るのか、今までどのような取り組みを進めてきた

のか。見た目ではなく実態として前進する政策の

中身の充実を望む。 

・区が課題解決に向けて取り組むべき施策は、関

係各課が推進する事業として第４章に記載してい

ます。 

・プランの推進に当たっては、毎年、年度当初に

事業計画などを設定し、年度末に事業実績の進捗

状況の評価及び見直し、各施策の進行管理を行っ

ています。第８期プランにおきましても、同様に

効果的なプランの推進に努めてまいります。 

・区職員採用の約半数は女性です。採用試験合格

者の中から採用しています。管理職選考は 23区

管理職試験に合格の必要があり、幅広く職員に受

験勧奨をしています。 
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【第１章 計画策定にあたって】                     《素案該当ページ：Ｐ1-12》 

No 意見要旨 区の考え方 

３ 

ＳＤＧｓとの関連づけについて、今回の推進プラ

ンからＳＤＧｓと関連付けしたようですが、持続

可能性を意識されたのか、ＳＤＧｓのメッセージ

と推進事業と一致しているからでしょうか。ま

た、大田区のすべてのプラン（計画等）がＳＤＧ

ｓを意識した内容になっていくのでしょうか。 

ＳＤＧｓの 17の目標の目標５に「ジェンダー平等

の実現」と位置づけられております。本プランに掲

げるすべての取組が目標達成に繋がるという意識

の基、着実に事業の推進をしてまいります。また、

区では、ＳＤＧｓを持続可能でよりよい社会の実

現を目指した方向性と捉えています。 

４ 

男女共同参を広く浸透させるために用語説明をも

う少し丁寧に詳細にわかりやすく表記した方がよ

い。 

（同趣旨 他１件） 

用語解説につきましては、コラム欄などを活用

し、わかりやすい内容で、丁寧な記載を行いま

す。 

 

 

【第２章大田区の男女共同参画を取り巻く現状と課題】 《素案該当ページ：Ｐ13-34》 

No 意見要旨 区の考え方 

５ 

プラン策定にあたって、現状分析が弱い。区の人

口に占める女性の割合や移動状況、外国人の割

合、国籍、職業なども記載があると良い。男女共

同参画の視点で、区の女性がどういった問題に直

面をしているのか、それにどう対応していくのか

を示していけると良い。 

（同趣旨 他２件） 

今後、区の女性に関する現状の把握について、よ

り深めていきたいと考えています。また、男女共

同参画の視点から問題や課題を整理し、対応につ

いて研究してまいります。 

６ 

意識調査の現状分析、今後に向けた課題が抽象的

で漠然としている。関連施策がわかるようにする

等具体なアクションが示されているとよい。 

ご意見を参考に、現状や課題と関連する個別目標

がわかるように工夫をします。 

７ 

区においてのコロナ禍での女性や障がい者、高齢

者、ＬＧＢＴの方に関してなど、様々な問題や課

題が浮かび上がってくると思う。第８期プランに

おいて、コロナウイルス感染症の問題やＬＧＢＴ

の問題に関しては、言及しておく必要があると思

う。 

長引くコロナ禍の現状や今後の社会情勢の変化な

どを把握し、そこから生じる問題の解決に向けた

取り組みについては、本プラン推進の全般に関わ

ることとして、第１章「５進行管理」の中で表記

しています。 

８ 

区におけるジェンダー統計が必要。 

民間団体と協働して、行政が男女共同参画の実態

と課題につながる統計データを整備してほしい。 

今後、区の女性に関する現状の把握について、よ

り深めていきたいと考えています。また、男女共

同参画の視点から問題や課題を整理し、対応につ

いて研究してまいります。 

９ 

調査対象数が 2,000人のため、調査の精度が高ま

らない部分があるので、調査人数を増やすことも

検討したほうがよい。調査結果の中では特に、20

代男性でのジェンダー感が、高齢層のそれととて

も類似していることに危機感を感じている。 

調査対象者数については、調査実施の都度、統計

学に基づく精度も確認し、設定しています。 

性別、年代に関係なく、男女共同参画に関する意

識の向上を推進し、男女共同参画社会の実現につ

なげたいと考えます。 
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No 意見要旨 区の考え方 

10 

ＤＶの用語説明は再考願いたい。ＤＶは gender-

based violence「ジェンダーに基づく暴力」の典

型例である。配偶者（パートナー）と表記、また

子どもの前でのＤＶが面前ＤＶで児童虐待にあた

ること等がプラン中に記載がないので周知すべ

き。 

用語解説の修正やコラムへの記載で対応します。 

11 

固定的な性別役割分担の現状分析では、「男は外

で働き、女は家庭を守るべきだ」という考え方に

ついて、「同感しない」割合が高くなっていると

示すべき。 

「同感しない」割合が高い調査結果となっており

ますが、区の取組を進めるにあたり、いまだ「同

感する」「どちらかというと同感する」が一定の

割合を占めている点に着目し、素案の記載としま

した。 

12 

ＤＶに関する相談を促すような表記に改めるべ

き。被害にあったときに相談でき、適切に対応し

てくれる窓口があることが安心につながるため、

なぜ相談をしない、できないのかという視点で相

談先の周知を図っていく必要がある。ＤＶや性暴

力だと認識していない、したくない被害者も多く

身体的暴力だけでなく心理的、経済的暴力もＤＶ

である啓発を引き続き実施すべき。 

様々な媒体を通した相談窓口の周知、またＤＶに

関する知識や意識の向上を目指し、周知、啓発な

どを強化してまいります。 

13 

区に求める取り組みを計画にどのように落とし込

んでいるのか、わかりにくい。特に教育分野への

期待は高く、それが計画中に重点施策となってい

ないため力を入れるべき。 

教育分野での取組みの重要性は認識しておりま

す。本プランを推進していく中で、教育分野での

施策の内容や実施方法も含め、継続して検討して

まいります。 

14 

区民の意識で全体を推し量る指標となっている

が、職場における就労状況や区民が抱えている課

題を分析した方がよい。現在、国ではコロナウイ

ルス感染症との関わりという視点で、現状分析を

行っている。 

本プランにおいては、現状値との関係性から素案

のような目標値を設定しています。 

 

15 

基本目標Ⅳ 課題８について 

「エセナおおた」の区外知名度は高く、評価の低

さを残念に感じる。「新しい生活様式」を強いら

れる中で、従来のような人権講座が実施できない

ときこそ、民間の柔軟で自由な発想が尊重される

ことを願う。 

今後は、「エセナおおた」の区内における認知度

を向上するため、「新しい生活様式」を踏まえた

講座開催の工夫や様々な世代の区民に活動内容が

伝わる情報発信に努めてまいります。 
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【第３章 計画の基本的な考え方】          《素案該当ページ：Ｐ35-44》 

No 意見要旨 区の考え方 

16 

第３章計画の基本的な考え方 

「大田区男女共同参画条例の策定」を挙げてくだ

さい。23区中、条例がないのは７区だけです。是

非、制定への取り組みを始めてください。区民会

議に諮問していただきたい。 

区の男女共同参画社会の実現に向けた取組は、本

プランに基づき行っているところです。 

ご意見として承ります。 

17 

基本理念として「誰もが認め合い、笑顔つながる

まちおおた」を掲げつつも、区民には「誰も」の

中にカウントされない性的・民族など社会的マイ

ノリティが数多く存在すること、すべての区職員

には、その人権を尊重し命をつなぎ止める最後の

砦が行政機関であることを自覚して職務に当たっ

てほしいと心から願う。 

性的・民族など社会的マイノリティを含めた全て

の人を指す用語として「誰も」を用いています。

基本目標Ⅳの個別目標２「着実な計画の推進」に

あるように、区職員が男女共同参画の意義を理解

し、その視点に立って業務を行えるよう、職員掲

示板を活用した情報発信や意識啓発などに努めて

まいります。 

18 

施策の体系などに「地域」とあるが、地域として

の概念、人権・男女平等推進課にとっての地域と

はどこを指すか。 

区では、施策推進する地域には、事業者及び企

業、そして自治会などとの連携が効果的であると

考えており、重要な位置づけと認識しています。 

19 

各指標や目標値の立て方がよくわからない。ま

た、区民の意識や意識調査の結果はあくまでも参

考資料であって、指標とするほど、調査を絶対視

していいのか。 

（同趣旨 他３件） 

令和元年度に実施した「男女共同参画に関する意

識調査」の結果などを参考に、経年変化や第７期

プランの目標達成状況などを踏まえた見直しを行

っています。その際には、国や都、区の関連計画

との整合性を図るとともに、今日的課題も視野に

検討を行い指標と目標値を設定しています。 

20 

・家庭生活における男女の地位が平等であると回

答した人の割合目標 50％を 100％にすべき。 

・職場における男女の地位が平等であると回答し

た人の割合目標を男女共に 100％にすべき。 

両方の指標において、今後 100％を目標に取組を

進めていくことが重要であると考えていますが、

本プランにおいては、現状値も踏まえて素案のよ

うな目標値を設定しています。 

21 

基本指標である「区役所における女性管理職の割

合の目標」が 20％を、現行どおりの 30％にして

ほしい。 

（同趣旨 他６件） 

国の「第四次男女共同参画基本計画（平成 27年

12月 25日）」（以下、「前計画」という。）におい

て、「市町村職員の各役職段階に占める女性の割

合」として「本庁課長相当職」について「20％」

を掲げており、区においても同様の目標としてお

りました。 

令和２年 12月 25日に閣議決定された「第五次男

女共同参画基本計画」において、成果目標が

「22％」に引き上げられたことに伴い、区の目標

も「22％」に改めます。 

また、前計画内で「指導的地位に女性が占める割

合を 30％程度とすること」との目標を掲げてお

り、区では人材育成の取組みやワーク・ライフ・

バランスの推進により、事務職における女性管理

監督職の割合は 26.4％に上昇（平成 27年

21.1％）しました。 

今後とも、働き方改革の一層強化等により、女性

職員のキャリア形成促進を支援してまいります。 
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No 意見要旨 区の考え方 

22 

審議会の女性委員の割合について目標値を 30～

40％を下回らないようにしてほしい。 

関係部局でプランの目標値を共有し、取り組んで

まいります。 

23 

基本目標Ⅲに関して 

「地域力」の担い手として大いに期待されている

自治会•町会活動やＰＴＡ活動において、男女共

同参画社会の実現を妨げる温床であり、意識改革

を強く求める。 

・自治会、町会など地域活動の担い手に対して

は、地域力推進会議等の会議体を通じて、男女共

同参画に関する情報提供や発表の場を提供してい

ます。引き続き、こうした機会を通じて、男女共

同参画の意識づくりを行ってまいります。 

・男女共同参画社会の実現を視点とした家庭教育

に関する学習会を開催しています。また、ＰＴＡ

や自主的な子育てグループ等が主体的に学習課題

を設定し企画する委託事業も実施しております。

今後も、ＰＴＡ等に対して、男女共同参画社会実

現に向けた意識啓発を行ってまいります。 

24 

多文化共生におけるジェンダー面で観光・国際都

市部各課との庁内での啓発・連携強化をしてほし

い。 

区は職員に対して、人権教育、及び多文化共生や

男女共同参画への理解を深める取組を行っており

ます。また、ダイバーシティ（多様性）推進によ

る社会活性化、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

で掲げる「誰一人取り残さない」世界の実現とい

う国際的な流れを踏まえ、多文化共生と男女共同

参画を推進するため、ホームページやＳＮＳ、区

報等を通じて情報発信する際には、各国の文化や

慣習、ジェンダー平等に配慮するなど、適切な情

報提供・周知を心掛けているほか、窓口での相談

業務においても同様の対応を行っております。 

引き続き、職員一人ひとりの人権意識の一層の啓

発とともに、観光・国際都市部を始めとする庁内

関係各部と緊密に連携し、多文化共生や男女共同

参画意識の醸成を図り、誰もが尊重され、活躍で

きる社会の実現を目指してまいります。 

 

 

【第４章 施策の展開】               《素案該当ページ：Ｐ45-76》 

No 意見要旨 区の考え方 

25 
施策、新規事業がわかりにくい、重点的に取り組

む課題施策をアピールしてほしい。 

視覚的にわかりやすくなるよう工夫します。 

26 

第７期プランから第８期プランに変わって、新規

の事業や積極的に取り組んでいく内容はどの辺り

であるのかを伺いたい。 

基本目標Ⅰ、個別目標２の「あらゆる暴力の根

絶」については、社会情勢や国の動きなども踏ま

えて、力を入れていきます。また、男女共同参画

社会の実現において女性の地位が問われています

ので、基本目標Ⅱに「大田区女性の職業生活にお

ける活躍推進計画」を位置づけ、今後も取組を強

化してまいります。 
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No 意見要旨 区の考え方 

27 

性的少数者に関する今後の施策推進等の記載など

について、伺いたい。 

（同趣旨 他７件） 

性的マイノリティに関する視点は、重要な部分で

あると認識しており、現在も人権尊重という視点

から取組を進めているところです。様々なご意見

がある分野にもなりますので、慎重に検討してま

いります。 

28 

小中校でＳＤＧｓの学習が始まり、教科書にも多

数掲載されています。大田区版の副読本を作って

エセナの職員が学校にワークショップをする施策

をご検討してほしい。 

ご意見として、承ります。 

29 

事業№24高校生や専門学校生を対象としているデ

ートＤＶ講演会は、学習効果が高いとされる中学

校段階でもおこなうべき。コロナ禍で更にオンラ

インシステムの導入が進んだことから全学校で配

信するなど、工夫ができる。 

小・中学校等での意識啓発や教育については、重

要なことであると認識しています。今後は、教育

委員会と連携し、検討してまいります。 

30 

コロナの影響により、ますます母子家庭の女性の

就労が難しくなり、ぱぱ活といった売春でトラブ

ルを受ける女性が多いという報道があります。飲

食、接客業、観光業などに就労していた女性の多

くが失業しており、深刻な状況です。ＳＮＳや、

ネットで気軽に仕事を探す場合の注意喚起など、

怪しいサイトヘの警告などを行い、正しく安全な

相談先がスマホでもすぐにアクセスできるような

しくみが必要。 

・新型コロナ感染症の影響により、生活上の困難 

を抱えた女性やひとり親が増加していると言われ

ております。女性、ひとり親に関して、区の支援

や相談先をご案内してまいります。 

・ＳＮＳやインターネットなどを含むメディアに

対する正しい使用方法等、メディア・リテラシー

の普及、啓発活動を進めてまいります。 

31 ＤＶ相談への案内は、コラムではないと思う。 わかりやすい記載方法に修正します。 

32 

ＤＶ被害の相談に関して、公共機関への相談が少

ないという点へのアプローチは特に必要だと感じ

た。命に関わることなので、相談ダイヤルの認知

度のＵＰというようなレベルではなくより具体的

に効果の高い施策が必要と思う。 

相談事業において、相談体制の強化や早期発見体

制の充実などに努めてまいります。また、身の危

険を感じる場合は、躊躇なく警察「110番」への

緊急通報を案内するとともに情報発信していま

す。 

33 

警察への連絡は「生活安全課」へ、と具体的に示し

てほしい。 

警察とも確認し、緊急時・夜間・休日の場合は、躊

躇なく警察「110番」への緊急通報をお願いしてお

ります。 

34 

人材育成は十分な知識経験、質の向上はもとよ

り、職務関係者のケアや安全の確保にも十分配慮

することがひいては被害者へ手厚い支援となるた

め、ぜひ盛り込んでほしい。 

 

 

職務関係者につきましては、定期的にＤＶ支援等 

の研修や相談員間の定期的な連絡会等を開催し、 

情報交換やケース検討を実施しております。 

また、庁内の窓口職員を対象として「気づき、受

けとめ、つなぐ」を基本にしたＤＶ防止研修等を

実施しております。 
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No 意見要旨 区の考え方 

35 

外国人が増えてきている中で、国際都市・多文化

共生推進課や国際都市おおた協会との連携が、必

要不可欠であると思います。今後どのように連携

を図っていくのか、外国人の方を活用していくと

いう考えなどがあるのかどうかをお聞きしたい。 

区はこれまで、男女共同参画と多文化共生を推進

する施策に取り組んでまいりました。平成 30年

度には、国際交流・国際理解の視点も加えた

『「国際都市おおた」多文化共生推進プラン』を

新たに策定し、国際都市おおた協会とも連携を図

りながら、多文化共生施策の他、国際交流、国際

人材育成等の事業にも取り組んでおります。男女

共同参画の推進は、多文化共生・国際理解意識の

醸成と密接な関係にあるため、外国人の方々の視

点を施策に反映していくことは重要です。現在区

では、外国人の方々に、「国際都市おおた大使」

や「国際交流員」「国際交流ボランティア」とし

て地域イベント等にご参加いただき、日本人区民

との交流を通じて多文化共生意識の醸成に寄与し

ていただくとともに、「多文化共生推進協議会」

委員として区における多文化共生施策推進に向け

たご提言もいただいております。 

36 

家事育児、介護などのケア労働が女性に偏ってい

る現状のほか、介護離職やヤングケアラー等の問

題もあり現状の把握や支援の充実も必要。 

今後も現状や課題の把握に努め、関連部署との連

携に努めます。 

37 

課題としてあげられている女性活躍推進、ワー

ク・ライフ・バランス、子育て環境の改善には男

性の育児参画が必須。特に乳幼児を持つ親が対象

になり、対策として、両親学級だけでは不十分。

乳幼児を持つ父親が意見交換・交流ができる場や

児童館などで実施している平日の母親向けのもの

を土日に父親向けで実施するべき。 

・乳幼児の父親同士の交流については、現在、一

部の児童館で土曜日に実施しています。今後は、

他の児童館でも父親を対象としたプログラムを通

して、父親の意見交換や交流が行える場を増やし

ていくことを検討してまいります。 

・配偶者の妊娠を契機として、母子手帳交付時に

「みらい手帳（父子手帳）」をお渡しするほか、

妊婦面接にパートナーが同席いただいている場合

や両親学級において男性の育児参加をすすめてお

ります。引き続き、機会をとらえ子育て環境の改

善に努めてまいります。 

38 

不妊治療と仕事の両立に困っている女性につい

て、制度の理解と、助成などを積極的にするこ

と、企業への働きかけをしていただきたい。 

不妊治療に係るさまざまな負担に直面されている

方が多くいらっしゃると認識しております。 

不妊治療に取り組む方の費用負担を減らし、治療

を開始する方を支援するため、令和２年７月か

ら、東京都の特定不妊治療費助成の対象者に、特

定不妊治療費の助成を開始いたしました。 

国、都、他自治体の動向も踏まえながら、女性が

直面しているさまざまな負担を軽減できるよう、

今後も支援の在り方を研究してまいります。 

39 リプロダクティブ・ヘルス／ライツの視点を落と

さず、用語の解説と女性の健康にかかわる問題は

近年変化していることから相談窓口などの強化や

情報発信の一層強化が必要と考える。 

・リプロダクティブ・ヘルス／ライツについて

は、解説を付記します。 

・女性の健康について、様々な問題に直面されて

いる方が多くいらっしゃると認識しております。

今後、相談事業の充実や支援等について、検討し

てまいります。 
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40 

 

コラム、ジェンダーギャップ指数を取り上げるの

はよいが、４つの指標の説明なども必要ではない

か。また過去の表など紙面を大きくとる割にわか

りにくい。日本が著しく世界から遅れていること

を認識し、まずは諸外国の水準に追いつけるよう

取り組む意思を明記するべき。 

・ジェンダーギャップ指数の 4つの分野について

は、解説を付記します。 

・日本の現状として、世界から著しく遅れている

ことを念頭に置き、区の取組を検討し、男女共同

参画社会の実現に努めてまいります。 

41 

災害時に女性の視点を取り入れていくということ

であると、自治会長である女性の割合や自治会に

おける女性の役割といったことも大事である。 

災害時において、女性の参画促進が必要であると

認識しています。今後も、様々な分野で女性の視

点やアイデアを活かし、女性が活躍する領域の拡

大をめざします。 

42 

震災のみならず防災分野は男女に異なる影響をも

たらし、女性や弱い立場にある人がより深刻な影

響を受けることは様々な災害の経験から明らかで

ある。防災分野は男女がともに共同し意思決定す

ることの意義がわかりやすい分野であり、地域に

おいて効果的であることを踏まえ重点的に取り組

みを実施してほしい。 

防災分野の意思決定機関である大田区防災会議で

は、大田区男女共同参画推進区民会議委員や大田

区助産師会、大田区婦人団体連合会、大田区商店

街連合会女性部長に委員を担っていただいており

ます。また、避難所開設にあたっては、女性目線

を取り入れ、単身女性用スペースや乳幼児用スペ

ースの設置を基本としました。今後はこの方針に

基づき、各避難所等のマニュアル修正や訓練に取

り組んでいます。様々な立場の視点を踏まえ、効

果的な防災対策に取り組んでまいります。 

43 

審議会等における女性委員の割合、区役所におけ

る女性管理職の割合を指数としているが、もっと

踏み込んで身近な地域活動の組織にも広げるべ

き。 （同趣旨 他１件）  

地域活動の組織においても、女性の参画促進が必

要であると認識しています。今後も、様々な分野

で女性の視点やアイデアを活かし、女性が活躍す

る領域の拡大をめざします。 

44 

性的マイノリティの方への支援は、職員向け対応

ハンドブックの作成や相談事業の実施など視野に

入れ労働施策総合推進法によるＳＯＧＩハラやア

ウティングの防止など差別や偏見の解消及び整

備・制度の改善を望む。 

性的マイノリティの方に対する視点も重要である

と認識しています。職員への周知啓発などに取り

組み、制度等について研究してまいります。 

45 

推進体制や男女平等推進センターの重要性につい

て、区内では「エセナおおた」が拠点となり、男

女共同参画活動は活発である。活動拠点として

「男女平等推進センター」が持続的に維持拡大す

ることが必要である。 

また、推進体制についても推進会議のメンバー選

出は多様性を重視すべきである。 

・これまでも、男女共同参画社会の実現を目指し

た取組の拠点として「エセナおおた」で様々な事

業を展開してまいりました。引き続き、当該施設

を拠点として、男女共同参画に資する事業を実施

してまいります。 

・男女共同参画推進区民会議委員の選出に際しま

しては、公募による委員選出も実施しており、今

後も様々な分野からの選出に努めてまいります。 

46 

情報発信の強化が必要。「エセナフォーラム

2020」では、私以外の参加者は主催者の身内。如

何に区の取り組みが区民にリーチできてないかを

露呈していた。良い取り組みであっても届かなけ

れば意味がない。若い世代に向けてＳＮＳなどを

活用した発信をしていっていただきたい。 

区で行っている取組がより多くの人に届くよう、

情報発信について工夫するとともに、強化を図っ

てまいります。 

 

 


